
 
 
県道亀山城跡線亀山駅前交差点における信号機撤去に関する  
三重県警察本部との協議結果について（報告）  

 
標記の件について、三重県警察本部（以下「県警」という。）が来庁し、本

市が提出した要望書に対する回答文書が示された上で、市との協議が行われま

したので、その概要を下記のとおり報告いたします。 

記 

１ 協議の日時等 

（１）日時 2025 年 6 月 18 日（水） 15:30～17:00  

（２）場所 亀山市役所 応接室  

（３）出席者 

・県警  交通部参事官、交通部交通規制課課長補佐、亀山警察署長  

・亀山市 市長、建設部長、危機管理監  

 

２ 県警の見解  

  県警の見解としては、次のとおりであった。なお、協議の冒頭において、

交通部参事官からは、今回の決定プロセスについて、「十分反省する点もあ

る」との発言があった。  

○当該信号機は昭和４８年に設置されたもので、その後の交通環境の変化

により、国の指針が定める択一条件から外れているため、撤去が妥当で

ある。   

○撤去対象として選定した理由の一つは、他の検討箇所と異なり、「通学

路ではなかった」ためである 。 

○撤去工事は、現時点では 10 月下旬を予定している 。 

 

３ 市側の主な主張 

（１）県警の見解に対して、次のとおり、全体姿勢とプロセスの問題点につい

て、市の断固たる姿勢と見解を表明した。 

○長年の信頼と協調に基づく警察との関係において、今回の決定は「異例

な決定であり、理解しがたい」と述べ、市として要望書を提出する事態
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の重大性を強調した。   

○市議会からも産業建設委員会発意による意見書が警察へ提出される予定

であることを伝えた。  

○地域住民から反対意見が上がっていたにもかかわらず、警察内部でその

意見が共有されていない点などを挙げ、今回の意思決定プロセス全体が

「ずさん」であり「丁寧さに欠ける」と厳しく指摘し、県警に対し反省

を促した。  

（２）市への連絡及び調整の経緯に関して、次のとおり反論や指摘をした。 

○県警側が「市と調整してきた」と主張する点に対し、市の責任者への正

式な説明が一度もなかった事実を挙げ、具体的に強く反論した。  

○県警側の説明責任の果たし方が、責任者不在のままでの担当者レベル

で、かつ、「子供の使いのように、カウンターでの話」や「立ち話程

度」の非公式な接触に終始している点を問題視した。  

○市の建設部担当者が、県警担当者に当該道路部分は県道管理者であるこ

とを説明した後、警察からの立会い依頼も直前の連絡であり、その後何

の報告もなかった事実を指摘した。  

○市地域公共交通会議においても、会議の場で公式な説明はなく、終了後

の担当者への立ち話程度の内容が、あたかも公式な記録であるかのよう

に扱われていると指摘した。  

○市が県警との信頼関係に基づき協力した広報回覧を、県警側が「（撤去

を）推察できたのではないのか」と市の責任に転嫁する主張に対し、

「市の内部の調整が悪いという言い方はおかしい」と断じ、強く反論し

た。  

（３）県警が示した撤去理由の妥当性について、次のとおり言及した。  

○今後の駅前再整備による交通量増加、バス事業者がルート変更を検討す

るほどの影響、ロータリーの特殊な交通実態などが全く考慮されておら

ず、撤去の判断理由そのものに違和感があるとの見解を示した。   

○県警の「撤去後、必要なら再設置も可能」との見解に対して、「コスト

や税金の無駄であり、現実味がない」と批判した。   

 

 



４ 協議の結果 

県警は、現時点では１０月下旬に撤去する予定であるとの姿勢を崩さなか

ったが、これに対し市長は、今回のプロセスの瑕疵を改めて指摘した上で、

「これまで欠落していた自治体や地域住民等への丁寧な説明及びその具体的

な計画について、速やかに市へ報告するよう」強く求めた。これに対し、県

警側は「承知した」と回答した。 






